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都市公園について

■公園の分類
○一般に公園は以下のように分類される。

営造物公園 国又は地方公共団体が一定区域内の土地の権原を取得し、目的に応じた
公園の形態を創り出し一般に公開する営造物である。

公 園

地域性公園
国又は地方公共団体が一定区域内の土地の権原に関係なく、その区域を
公園として指定し土地の利用の制限や一定の行為の規制等によって自然
景観を保全することを主な目的とするもの。

・・・国立公園、国定公園、都道府県立自然公園 自然公園法

公

園

営造物公園

地域性公園

地方公共団体の
営造物公園

国の営造物公園

その他の公園（＝特定地区公園など）

都市公園（＝国営公園）

国民公園（＝皇居外苑、新宿御苑、京都御苑）・・・環境省設置法

都市公園

都市公園法

○具体的には以下のように分類される。
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都市公園について

■都市公園とは
○都市公園とは都市公園法第２条第１項より以下の通り定義されている。

一 都市計画施設である公園または緑地で地方公共団体が設置するもの。

（都市計画区域の内外を問わない）

二 都市計画法による都市計画区域内において、地方公共団体が設置する公園又は緑地。

（都市計画決定の有無に関わらず、また、都市計画事業により施行されたものに限らない。）

三 国が設置するもの（イ号公園、ロ号公園）
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都市公園について

■都市公園の種類
種類 種別 内容 標準面積

住区基幹
公園

街区公園 街区内に居住する者の利用に供する公園 0.25ha
近隣公園 近隣に居住する者の利用に供する公園 2.0 ha
地区公園 徒歩圏域内に居住する者の利用に供する公園 4.0 ha

特定地区公園 都市計画区域外の一定の町村における生活環境改善のための公園 4.0 ha以上

都市基幹
公園

総合公園 都市住民全般の休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等の総合的な利用に供する公園 10ha～50ha
運動公園 都市住民全般の運動の用に供する公園 15ha～75ha

特殊公園 風致公園、動植物公園、歴史公園、墓園等の特殊な公園 ー

大規模公園
広域公園 一の市町村の区域を超える広域の利用に供する公園 50ha以上

レクリエーション
都市 大規模な都市公園を核として各種ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設が配置される一団の地域 全体面積

1,000ha
緩衝緑地 公害又は災害を防止するための緩衝緑地としての公園 ー
都市林 動植物の生息地又は生育地である樹林地等を保護するための公園 ー

広場公園 市街地の中心部における休息又は鑑賞の用に供する公園 ー
都市緑地 都市の自然的環境の保全及び改善、都市の景観の向上を図るための緑地 ー

緑道
災害時における避難路の確保、都市生活の安全性及び快適性の確保等を図るため
に、近隣住区相互を連絡するように設けられる植樹帯及び歩行者路又は自転車路
を主体とする緑地

ー

国営公園
一の都府県の区域を超えるような広域の見地から国が設置する都市計画施設である
公園又は緑地及び国家的な記念事業として又は我が国固有の優れた文化的資産
の保存及び活用を図るため閣議の決定を経て国が設置する都市計画施設である公
園又は緑地

300ha

（西猪名公園は地区公園に分類）
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都市公園について

■都市公園の種類と配置
○都市公園の配置模式図(距離は標準的なもの）は以下の通りである。
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都市公園について

■公園・緑地の効果と機能

存在効果 利用効果

緑の適切な配置による
良好な街並みの形成

緑陰の提供、気温の緩和、
大気汚染の改善

省エネルギー化
（屋内外の気温の調節）

休養・休息の場

延焼の遅延や防止

子供の健全な育成の場・
競技スポーツ健康運動の場

生物の生息環境行楽・観光の拠点

教養、文化活動等様々な
余暇活動の場

流出量の調整・洪水の予防災害時の避難場所

都市景観に潤いと秩序を
与える

5出典：「都市公園のストック効果向上に向けた手引き」（平成28年5月、国土交通省）



都市公園について

■公園・緑地の効果と機能

存在効果

利用効果
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6出典：『造園学概論』（２０２１）朝倉書店，P61の一部を著者追加

媒体効果
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